
（平成２７年３月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 3 件



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9290 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 16 年３月 20 日から同年３月 30 日までの期間及

び同年 10 月１日から 17 年４月 10 日までの期間について、申立人のＡ社

における船員保険被保険者の資格取得日は 16 年３月 20 日、資格喪失日は

17 年４月 10 日であると認められることから、申立人に係る船員保険被保

険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 16 年 10 月から 17 年３月までの標準報酬月額については 55

円とすることが妥当である。 

   また、申立期間のうち、昭和 16 年 12 月８日から 17 年４月 10 日までの

期間については戦時加算該当期間とすることが必要である。 

   申立期間のうち、昭和 19 年５月 24 日から同年６月２日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＢ社における船員保険被

保険者資格の取得日に係る記録を同年５月 24 日に、同資格の喪失日に係

る記録を同年６月２日に訂正し、同年５月の標準報酬月額を 65 円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る昭和 19 年５月の船員保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 19 年 12 月 30 日から 24 年１月 28 日までの期間

について、Ｂ社の事業主は、申立人が 19 年 12 月 30 日に船員保険被保険

者の資格を取得し、24 年１月 28 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、当該期間に係

る船員保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 19 年 12 月は 75 円、

20 年１月から同年３月までは 85 円、同年４月から 21 年３月までは 140

円、同年４月から 22 年 11 月までは 240 円、同年 12 月から 23 年 12 月ま

では 2,600 円とすることが妥当である。 

   また、申立期間のうち、昭和 19 年 12 月 30 日から 20 年４月 28 日まで

の期間及び 21 年１月 20 日から同年２月 25 日までの期間については戦時

加算該当期間とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

  



                      

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

   住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 16 年３月 20 日から同年３月 30 日まで 

             ② 昭和 16 年 10 月１日から 17 年４月 10 日まで 

             ③ 昭和 19 年５月 24 日から同年６月２日まで 

             ④ 昭和 19 年 12 月 30 日から 24 年１月 28 日まで 

    父は、昭和 16 年３月 20 日にＡ社所有の船舶に乗船し、17 年４月 10

日に下船した。しかし、申立期間①及び②が船員保険の被保険者期間と

なっていない。 

    また、申立期間③及び④においても船員として継続して勤務していた

が、船員保険の被保険者記録と合っていない。 

    調査の上、当時の乗船記録に係る資料に合わせ、申立期間①から④ま

でについて、船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

船員保険被保険者の資格取得日は昭和 16 年３月 30 日とされているが、申

立人が所持している同社の乗船証明書により、申立人が当該期間に同社に

勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が所持しているＡ社の被保険者期間履歴表に、「船舶Ｃ、

取得年月日、16 年３月 20 日」と記載されている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和

16 年３月 20 日であると認められる。 

   申立期間②について、Ａ社の乗船証明書により、申立人が当該期間に同

社に勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における船員保険被保険

者の資格喪失日は昭和 16 年 10 月１日とされ､申立人に係る船員保険被保

険者台帳にも資格喪失日は同日と記載されている。 

   しかしながら、上記の被保険者台帳のほかに複数の船員保険被保険者台

帳が存在するところ、これらの被保険者台帳には資格喪失日の記載は無い

上、このうち一つの被保険者台帳には、昭和 16 年 10 月１日は月額変更の

日付として記載されていることが確認できる。 

   また、資格喪失日の記載のある被保険者台帳は、申立人の名前、障害手

当金の支給記録及び事務センターの回答から、昭和 30 年頃に整理された

  



                      

と考えられるが、上記のとおり資格喪失日の記載がある被保険者台帳は、

このほかに存在しない上、船舶Ｃに係る船員保険被保険者名簿には、18

年８月 25 日より前の資格取得者は記載されておらず、申立期間②に係る

被保険者名簿は確認できない。 

   これらのことから、申立人のＡ社に係る被保険者記録が適切に管理され

ていたとは言い難い。 

   また、申立人が所持しているＡ社の被保険者履歴表に、「船舶Ｃ、喪失

年月日、17 年４月 10 日」と記載されており、当該喪失年月日は、厚生労

働省の保管する申立人に係る船員カード（陸軍）に記載された船舶Ｃの下

船時期に近接している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における船員保険被保険者

の資格喪失日は昭和 17 年４月 10 日であると認められる。 

   なお、申立期間②の標準報酬月額については、船員保険被保険者台帳か

ら、55 円とすることが妥当である。 

   また、戦時加算該当船舶名簿により、船舶Ｃは、申立期間②のうち昭和

16 年 12 月８日から 17 年４月 10 日までの期間において戦時加算該当船舶

であることが確認できることから、当該期間を戦時加算該当期間とするこ

とが必要である。 

   申立期間③について、申立人が所持しているＢ社の乗船履歴証明書から、

申立人が当該期間に同社の管理する船舶Ｄに乗船勤務していたことが認め

られる。 

   また、申立人が所持しているＥ社の被保険者期間履歴表によれば、申立

人は当該期間において船舶Ｄの船員保険被保険者とされている。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間③に係

る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人が所持しているＥ

社の被保険者期間履歴表から、65 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間③に係る船員保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社は既に解散しており、確認することはできないが、

仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合に

は、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは、

通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 19 年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は同年５月に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

   申立期間④について、Ｂ社の乗船履歴証明書により、申立人が当該期間

  



                      

に同社に勤務していたことが認められるところ、同社に係る船員保険被保

険者名簿において、申立人と同姓同名で生年月日の同じ者が、昭和 19 年

12 月 30 日に被保険者資格を取得し、24 年１月 28 日に同資格を喪失して

いる基礎年金番号に未統合の被保険者記録が確認できる。 

   また、上記の被保険者期間は、申立人が所持しているＥ社の被保険者期

間履歴表に記載されている被保険者期間とほぼ一致している上、当該被保

険者名簿に記載されている船員手帳番号は、申立人に係る海軍船員カード

（乙）又は船員保険被保険者台帳と一致していることから、当該記録は申

立人の被保険者記録であると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年 12 月 30

日に船員保険被保険者の資格を取得し、24 年１月 28 日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、当該被保険者名簿の記録か

ら、昭和 19 年 12 月は 75 円、20 年１月から同年３月までは 85 円、同年

４月から 21 年３月までは 140 円、同年４月から 22 年 11 月までは 240 円、

同年 12 月から 23 年 12 月までは 2,600 円とすることが妥当である。 

   また、戦時加算該当船舶名簿により、申立期間④のうち、昭和 19 年 12

月 30 日から 20 年４月 28 日までの期間及び 21 年１月 20 日から同年２月

25 日までの期間に申立人が乗船した船舶Ｆ及び船舶Ｇが戦時加算該当船

舶であることが確認できることから、当該期間を戦時加算該当期間とする

ことが必要である。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間の標準賞与額の記録を 45 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 14 日 

    Ａ社に在職中の平成 19 年 12 月 14 日に支給された賞与から、厚生年

金保険料が控除されていたのに、厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。 

    調査の上、申立期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成 19 年分給与所得の源泉徴収票、預金通帳の

写し及びＡ社の元経理担当者の回答により、申立人は、申立期間に同社か

ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、上記源泉徴収票において推認

できる保険料控除額及び預金通帳の賞与振込額から 45 万円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務

所（当時）に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、社会保険事務所は、当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9292 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を平成４年 11 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月か

ら８年５月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11 月１日から８年６月 30 日まで 

    Ａ社には、年収 720 万円で給与月額 60 万円の均等支払で契約し、給

与から給与月額に見合う厚生年金保険料を控除されていたにもかかわら

ず、年金記録では、申立期間の標準報酬月額は、８万円から９万 2,000

円と著しく低い金額で記録されている。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当初、平成４年

11 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年 12 月までは 59 万

円と記録されていたが、８年１月９日付けで、７年７月から同年 12 月ま

でを 50 万円に訂正され、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった日（平成８年６月 30 日）より後の８年７月 17 日付けで、遡って４

年 11 月から６年 10 月までを８万円、同年 11 月から８年５月までを９万

2,000 円に減額訂正する処理が行われていることが確認できる。 

   また、オンライン記録により、複数の者についても、標準報酬月額が遡

及して訂正されていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間において、年収 720 万円の契約であった旨

述べているところ、申立人が所持する預金通帳では、給与振込額にほとん

ど変動は無い。 

   加えて、総務担当の役員であった者は、Ａ社は当時、社会保険料を滞納

していた旨述べている。 

  



                      

   なお、商業登記簿謄本から、申立人は、当該遡及訂正処理が行われた当

時、Ａ社の取締役であったことが確認できるが、同社の元代表取締役及び

複数の元取締役のいずれもが、「申立人は、営業担当の役員であり、社会

保険関係の業務には関わっていなかった。」と回答していることから、申

立人が当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、平成８年１月９日付け及び同年７月 17

日付けで行われた遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保

険事務所が行った当該遡及訂正処理に合理的な理由はなく、有効な記録訂

正があったとは認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として

記録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た４年 11 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11

月から８年５月までは 59 万円に訂正することが必要であると認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 15 年５月１日から同年７月１日までの期間につ

いて、申立人の標準報酬月額の記録を同年５月は 26 万円、同年６月は 30

万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年４月１日から同年９月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間について、所持している同社

の給与支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額は、「ねん

きん定期便」に記載されている当該保険料控除額を上回る金額が控除さ

れている。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てていると

ころ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、平成 15 年５月１日から同年７月１日ま

での期間の標準報酬月額については、給与支給明細書において確認でき

る報酬月額又は保険料控除額から、同年５月は 26 万円、同年６月は 30

万円に訂正することが必要である。 

   なお、申立人に係る平成 15 年５月及び同年６月に係る厚生年金保険料

  



                      

の事業主による納付義務の履行については、事業主からの回答は得られ

ないものの、オンライン記録における標準報酬月額が健康保険組合及び

厚生年金基金における標準報酬月額と同じであり、健康保険組合、厚生

年金基金及び社会保険事務所（当時）の三者が誤って記録したとは考え

難いことから、事業主は、給与支給明細書で確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事

務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

   一方、申立期間のうち、平成 15 年４月１日から同年５月１日までの期

間及び同年７月１日から同年９月１日までの期間について、上記給与支給

明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月

額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できるこ

とから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行

わない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪

失日に係る記録を昭和 53 年 11 月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 11 万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月 25 日から同年 11 月 25 日まで 

    私は、Ａ社に継続して勤務していたが、申立期間が厚生年金保険の被

保険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＣ健康保険組合の回答から判断すると、申立人

がＡ社に継続して勤務し（同社Ｂ事業所から同社Ｄ事業所に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   なお、異動日については、Ａ社の回答及び同僚の記録から、昭和 53 年

11 月 25 日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 53 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、11 万 8,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、社会保険

事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 53 年 10 月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

  



                      

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9295 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を 56 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年３月１日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 58 年５月から現在までＡ社に勤務している。しかしなが

ら、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額の記録が厚生年金基金の報

酬標準給与の記録より低いことが分かったので、厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額は 44 万円と記録されている。 

   しかしながら、Ａ社が加入するＢ厚生年金基金及びＣ健康保険組合の加

入員記録から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、56 万円である

ことが確認できる。 

   また、事業主及び当該厚生年金基金は、被保険者報酬月額変更届は、三

者一括の複写式の届出用紙であると回答しており、当該厚生年金基金及び

健康保険組合に提出されたものと同一のものを社会保険事務所に届け出て

いたものと考えられる。 

   さらに、事業主が保管している申立人の源泉徴収簿兼賃金台帳から、申

立期間について、標準報酬月額 56 万円に見合う厚生年金保険料が控除さ

れていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準

報酬月額は 56 万円であったと認められることから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額の記録を訂正することが必要である。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9296 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 29 年８月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年８月 21 日から同年９月１日まで 

    Ｂ社Ｃ工場（現在は、Ｄ社）に入社後、昭和 29 年８月に系列会社の

Ａ社に異動になり、継続して勤務していたが、厚生年金保険の記録によ

ると申立期間が被保険者期間になっていない。 

    申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言、申立人と同時期に異動した同僚が所持するＢ社の辞

令及びＤ社の回答から判断すると、申立人は、申立てに係るグループ会社

に継続して勤務し（昭和 29 年８月 21 日にＢ社Ｃ工場からＡ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

29 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成６年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月 30 日から同年９月１日まで 

    夫の厚生年金保険の記録では、平成６年８月 30 日にＡ社で被保険者

資格を喪失し、同年９月１日にＢ社で被保険者資格を取得したとされて

おり、被保険者記録に１か月間の空白が生じているが、申立期間も継続

して勤務していた。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の証言から判断すると、

申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に

転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   なお、Ｂ社は、平成６年９月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

いることから、申立人の被保険者資格は、本来、同日までＡ社において引

き続き有すべきものである。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

６年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、53 万円とすることが妥

当である。 

  



                      

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年３月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月から 10年３月まで 

    私は、平成８年３月に会社を辞めた後、自宅に国民年金保険料の集金人

が来るようになり、その集金人に保険料を納付していた。 
お ぼ

国民年金保険料額等の具体的なことについては 憶 えていないが、私が

保険料を集金人に納付していたことについては、当時同居していた母親が

それを見ていたので知っている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年３月に会社を辞めた後、自宅に国民年金保険料の集金

人が来るようになり、その集金人に納付していたと主張しているが、申立人

は、国民年金の加入手続の時期及び場所等を記憶していない上、保険料の納

付周期及び金額等の具体的なことについても記憶が定かではないことから、

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の基礎年金番号の付番

日及び当初の国民年金被保険者資格取得の処理日から、平成 13 年 12 月頃と

推認されることから、申立期間当時、当該期間は国民年金の未加入期間で国

民年金保険料を納付することができない期間である上、申立人に国民年金手

帳記号番号が払い出されていたこと、及び別の基礎年金番号が付番されてい

たことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の一部は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間

であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の機械化が図ら

れていた状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかった

  



 

とは考え難い。 

   加えて、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年７月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 57年３月まで 

    私が 20 歳になった頃に、私の母親が私の国民年金の加入手続を市役所で

行ってくれた。 

申立期間の国民年金保険料については、私の母親が、納付書により郵便

局又は信用金庫で納付してくれた。 

申立期間のうち、昭和 55 年及び 56 年の国民年金保険料については、昭

和 55 年分及び 56 年分の所得税の確定申告書（控え）（以下「確定申告

書」という。）を所持しており、55 年分の確定申告書の社会保険料控除欄

に記載されている国民年金保険料額は、55 年度の保険料の１年前納額と一

致しており、これは 55 年度の保険料を納付したあかしである。また、56

年分の確定申告書の社会保険料控除欄に保険料の控除額は記載されていな

いが、同年の所得が低かったため申告しなかっただけで、56 年度の保険料

は納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付した

とする申立人の母親は、既に他界していることから、証言を得ることができ

ず、申立人の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、20 歳になった頃に、母親が国民年金の加入手続を行って

くれたと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者

の資格取得日から、昭和 56 年９月頃と推認されること、及び申立人の手帳

  



 

記号番号は、同年６月に元妻と連番で払い出されていることが国民年金手帳

記号番号払出簿により確認できることから、申立内容と一致しない上、当該

加入手続時点において、当該期間のほとんどの国民年金保険料は、時効によ

り納付することができない。 

   さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年度及び 56 年度について、

当該期間の国民年金保険料を納付していたことの証拠として、昭和 55 年分

及び 56 年分の確定申告書を提出しているところ、55 年分の確定申告書につ

いては、社会保険料控除欄の支払保険料欄に、55 年度の国民年金保険料の１

年前納額と一致する金額が記載されているものの、当該確定申告書には、氏

名、住所等が記載されていない上、当該金額には社会保険の種類についての

記載が無いこと、前述の申立人の推認される加入手続時点において、55 年度

の保険料は過年度納付するほかなく、現年度納付することはできないことか

ら、また、56 年分の確定申告書については、社会保険料控除欄に、国民年金

保険料に係る金額の記載が無いことから、いずれの確定申告書も、55 年度及

び 56 年度の保険料を納付していたことを裏付けるものと認めることはでき

ない。 

   加えて、申立期間は、141 か月と長期間に及んでおり、これだけ長期間に

わたる事務処理を行政機関が続けて誤るとは考え難い。 

   その上、申立人の主張のとおり、申立期間の保険料を納付するには、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申立人は

当該期間当初から推認される加入手続時期までを通じて同一市内に居住して

おり、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらず、その形跡も無い。 

そのほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿等）が無く、当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年 12月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 48年３月まで 

    私の父親が、昭和 44 年 12 月頃に、私の国民年金の加入手続を行ってく

れたと思う。 

申立期間の国民年金保険料については、父親が、母親の分と一緒に自治

会の集金人に納付してくれており、納付していた保険料月額は 200 円から

300円ぐらいであったと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未加入による未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年 12 月頃に、申立人の父親が、国民年金の加入手続を

行ってくれ、申立期間の国民年金保険料を納付してくれたと思うと述べてい

るが、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、

当該手続及び保険料の納付を行ってくれたとする父親及び申立期間当時同居

していた母親は既に他界しており、証言を得ることができないことから、申

立人の申立期間の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番

号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 53 年

２月頃と推認されることから、申立人の国民年金の加入手続時期についての

主張と一致しない。 

さらに、申立人の所持している年金手帳、申立人が居住していた町の国民

年金被保険者名簿及びオンライン記録のいずれにおいても、申立人の最初の

国民年金の被保険者資格の取得日は、昭和 53 年１月 31 日となっており、申

立期間は国民年金の未加入期間であることが確認できる。 

  



 

加えて、申立人の主張のとおりに申立期間の国民年金保険料を納付するに

は、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、

別の手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらない。 

その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年３月から同年５月までの期間、同年７月から８年７月ま

での期間、10 年８月から 12 年２月までの期間、同年８月から 14 年６月まで

の期間、同年８月から 15 年９月までの期間及び 16 年５月から 18 年 12 月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月から同年５月まで 

             ② 平成７年７月から８年７月まで 

             ③ 平成 10年８月から 12年２月まで 

             ④ 平成 12年８月から 14年６月まで 

             ⑤ 平成 14年８月から 15年９月まで 

             ⑥ 平成 16年５月から 18年 12月まで 

    私が 20 歳となる平成７年＊月頃、母親が、私の国民年金の加入手続を行

ってくれた。加入後、厚生年金保険に加入した会社を退職したときは、国

民年金の加入の勧奨状が送付されてきて、２回ほど市役所で国民年金への

切替手続を行い、その場で切替当初の国民年金保険料を納付した。 

申立期間①から⑥までの国民年金保険料は、そのほとんどを母親が納付

してくれていたはずであり、母親からは、「保険料の督促状が届き、同封

されていた納付書でまとめて納付したこともある。」とも聞いている。 

申立期間①から⑥までの国民年金保険料が未納又は未加入による未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続に直接関与しておらず、申立人の加入手続

を行ったとする申立人の母親は、加入手続時期及び手続場所を記憶していな

いほか、申立期間②から⑥までに係る厚生年金保険から国民年金への切替手

続について、申立人は、国民年金の加入の勧奨状が送付されてきて２回ほど

  



 

当該手続を行ったと述べるのみで、当該手続を行った時期を特定できないこ

とから、国民年金の加入状況及び厚生年金保険から国民年金への切替状況が

不明である。 

また、申立人は、申立人の母親が、申立期間①から⑥までのほとんどの国

民年金保険料を納付してくれていたと主張しているが、当該期間のほとんど

の保険料を納付していたとする母親は、定期的に納付していたとする保険料

の納付方法等について何も記憶していない上、まとめて納付したとする保険
お ぼ

料の納付時期及び納付金額も具体的に 憶 えていないことから、当該期間当

時の保険料の納付状況が不明である。 

さらに、申立期間①及び②について、申立人は、申立人の母親が、平成７

年＊月頃、申立人の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた

と主張しているが、オンライン記録により、申立人は、申立人の厚生年金保

険記号番号を基に９年１月１日に付番された基礎年金番号で国民年金第１号

被保険者資格を取得していることが確認でき、申立人に係る第１号被保険者

取得勧奨状の発行日及び当該資格の処理日から、申立人の加入手続時期は 10

年 10 月又は同年 11 月頃と推認され、申立内容と一致しない上、当該加入手

続時点において、当該期間は時効により保険料を納付することはできない期

間であるほか、申立人の主張のとおりに納付するには、申立人に国民年金手

帳記号番号が払い出されている必要があるが、その形跡も見当たらない。 

加えて、申立期間④及び⑤について、申立人は、厚生年金保険に加入して

いた会社を退職したときは、国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料

を納付していたと述べているが、申立人の所持する年金手帳の「国民年金の

記録（１）」のページには、当該期間の加入記録は記載されておらず、オン

ライン記録においても、当該期間に国民年金被保険者資格を取得した記録は

確認できないことから、当該期間は未加入期間であり、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

また、申立期間は合計６回、104 か月と長期間にわたる上、当該期間のほ

とんどは平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、基礎年金番号

に基づき、国民年金保険料の収納事務の機械化が図られていた状況下におい

て、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年９月から同年 12 月までの期間及び 50 年１月から 60 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年９月から同年 12月まで 

             ② 昭和 50年１月から 60年６月まで 

    私が 20 歳になった昭和 49 年＊月頃、父親が私の国民年金の加入手続を

行ってくれたと思う。 

 申立期間の国民年金保険料については、昭和 49 年＊月頃、私は厚生年金

保険に加入していたが、市から私の国民年金保険料の納付書が郵送されて

きたので、父親が、私の保険料の何か月分かを一括納付し、その後は、母

親が母親と私の二人分を集金人に納付していたと、父親及び母親からそれ

ぞれ聞いたことがある。 

また、平成４年ないし６年頃、社会保険事務所（当時）に行った際、職

員から、申立期間①について、「厚生年金保険と国民年金の両方はもらえ

ないので、金額の低い国民年金は消します。」と言われたにもかかわらず、

当該期間の国民年金保険料は還付されなかった。 

申立期間①の国民年金保険料を還付してもらうとともに、申立期間②の

国民年金の記録を納付済みに訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとす

る申立人の両親は既に他界しており、証言を得られないことから、申立人の

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 49 年＊月頃、申立人の父親が申立人の国民年金の加

入手続を行ってくれたと思うと主張しているが、申立人の国民年金の加入手

  



 

続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加

入被保険者の資格取得日から、62 年８月ないし同年９月頃と推認できること

から、申立内容と一致しない。 

さらに、申立人の推認される加入手続時点において、申立期間①及び②は、

時効により国民年金保険料を納付することができない期間である上、当該期

間の保険料を納付するには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている

必要があるが、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらず、その形跡も無い。 

   加えて、申立人は、申立期間①の国民年金保険料は還付されなかったと主

張しているが、申立人の国民年金の被保険者資格取得日は、当初、昭和 62

年９月３日に「49 年＊月＊日」として処理されていたが、同資格取得日は、

厚生年金保険加入期間中であったことが判明したため、平成４年 12 月４日

に「50 年１月 21 日」に訂正処理されていることがオンライン記録により確

認できることから、申立人の主張のとおり、申立人が申立期間①の保険料を

納付していた場合、当該訂正処理時点において、当該保険料は、過誤納付と

して還付又は充当されることになるが、その形跡は見当たらない。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年 10月から 63年９月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 63年９月まで 

  結婚式を挙げた昭和 63 年 10 月か、その直前の同年９月頃に、私の妻が

社会保険事務所（当時）か市役所で、私の国民年金の加入手続を行ってく

れた。 

加入手続後間もなく、妻が、私の国民年金の受給権について社会保険事

務所又は市役所に問い合わせをし、国民年金の受給資格期間を満たすよう、

申立期間のうち、一定期間の国民年金保険料をまとめて納付書により納付

してくれたはずであるが、保険料の納付は妻に任せていたので、納付時期、

納付金額等の詳しいことは分からない。 

なお、申立期間については、実際に国民年金保険料を納付した期間がい

つからいつまでか分からなかったため、一応、昭和 48年 10月から 63年９

月までとしたが、当該期間の全ての保険料を納付したとの趣旨ではない。 

申立期間の国民年金保険料が全て未納とされていることに納得できない。

  

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付について直接関

与しておらず、申立人の保険料を納付したとする妻は、保険料の納付時期、

納付回数及び納付金額等について記憶していないことから、申立人の保険料

の納付状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 63 年９月か 10 月頃の国民年金の加入手続後間もな

く、妻が申立期間の国民年金保険料をまとめて納付してくれたと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年１月４日に払い出されて

いることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人の加入手続

時期は同年同月頃と推認されることから、申立内容と一致せず、推認される

  



 

当該加入手続時点において、申立期間の大部分は時効により保険料を納付す

ることはできない上、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

さらに、申立人の妻は、申立人の国民年金の加入手続後間もなく、申立人

の国民年金の受給資格期間を満たすよう、申立期間のうち、一定期間の国民

年金保険料をまとめて納付したと主張しているところ、ⅰ）申立期間直後の

昭和 63 年 10 月から平成元年３月までの保険料については、過年度納付され

ていることがオンライン記録により確認できること、ⅱ）63 年 10 月分から

の保険料を納付すれば、60 歳到達時に同資格期間を満たすこととなることか

ら、同資格期間を満たすために必要となる納付月数を考慮して、オンライン

記録のとおり、63年 10月分からの保険料を納付したと考えられる。 

  加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9298 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年４月 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）から平成 18 年４月に賞与が支給されたにもか

かわらず、厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、申立人の申立期間に係る賃金台帳等の資料を保管しておらず、

賞与の支給及び厚生年金保険料の控除について不明であると回答している。

   また、Ａ社が加入していたＣ健康保険組合は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額の記録を確認することができないと回答している。 

   さらに、申立人が、Ａ社から賞与が振り込まれていたとするＤ銀行Ｅ支

店に照会を行ったが、申立人の申立期間における賞与の振込みを確認する

ことができない。 

   加えて、Ｂ社は、「Ａ社の賞与支払時期は給与規程により、７月及び

12 月の年２回と定められており、決算賞与等を含め４月の支給は無かっ

た。また、平成 18 年４月、同年７月及び同年 12 月の計３回賞与が支給さ

れた社員はいない。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたこ

とを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年６月１日から同年７月１日まで 

    私は、平成 13 年５月下旬から同年６月末日までＡ社の工場に勤務し、

同年６月の給与から厚生年金保険料を控除されていた。しかし、申立期

間が被保険者期間となっていない。申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に係る平成 13 年５月度及び同年６月度の給与明細書を

所持している上、同社は、申立人は申立期間において同社の工場に勤務し

ていたと回答していることから、申立人が申立期間に同社に勤務していた

ことが認められる。 

   また、申立人の所持する平成 13 年６月度の給与明細書により、厚生年

金保険料が控除されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社が保管する申立人に係る平成 13 年度の賃金台帳に

よると、平成 13 年６月度の給与において控除されている厚生年金保険料

及び健康保険料が、同年７月度の給与において、申立人に返金されている

ことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9300 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11 月１日から 12 年 11 月１日まで 

    私が代表取締役だったＡ社における平成４年 11 月から 12 年 10 月ま

での標準報酬月額が、当時の報酬額より低いので、調査の上、申立期間

の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

当初、平成４年 11 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から 12 年

３月までは 59 万円、同年４月から同年 10 月までは 38 万円と記録されて

いたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成

12 年 11 月１日）より後の同年 12 月５日付けで、遡って４年 11 月から 12

年９月までは９万 2,000 円、同年 10 月を９万 8,000 円に引き下げられて

いることが確認できる。 

   しかしながら、申立人は、商業登記簿謄本により、申立期間及び申立て

に係る減額訂正処理が行われた当時、Ａ社の代表取締役であったことが確

認できる。 

   また、経理担当の元従業員は、「社会保険は、遅延しながらも支払って

いた。」と回答しており、申立人は「当時、社会保険事務所（当時）の人

と会った記憶はある。」と述べていることから、申立人は、Ａ社の代表取

締役として、申立期間に係る自らの標準報酬月額の減額処理に関与してい

なかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役である申立人が、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理の無効を主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  




